
やちまた男女共同参画だより

男女共同参画とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です

（男女共同参画社会基本法第２条）。男女共同参画社会が実現すると、男性も女性も、意

欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会となります。

本市では、令和４年３月に第３次八街市男女共同参画計画を策定しました。将来都市像

を「ひと・まち・みどりが輝くヒューマンフィールドやちまた」と定め、その実現に向け

て、男女が互いにその人権を尊重し、ともに喜びも責任も分かち合い、男性も女性も個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指しています。

目標１ あらゆる分野への男女共同参画の推進

１ 労働の場における男女共同参画の推進

２ ライフステージに応じた仕事と生活の調和の推進

３ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

目標２ 健康で安全・安心して暮らせる社会づくり

４ あらゆる暴力の根絶

５ 誰もが安心して暮らせる環境の整備

６ 生涯を通じた健康づくりの推進

７ 男女共同参画の視点に立った防災・防犯対策の推進

目標３ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

８ 男女共同参画の意識づくり

９ 一人ひとりを大切にする教育・学習の充実

第２次八街市男女共同参画計画との違い

●持続可能な開発目標（SDGｓ）の視点の追加

１７の目標のうち目標５「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパ

ワーメント（「女性だから」という理由で直面する壁を取り除き、自分の人生を自分

で決めながら生きるための力を身につける取組）を図る」とあり、ターゲットの１つ

として「政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意志決定において、完全かつ効

果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する」と掲げられているこ

とからも、本市の取組についてより一層の強化が求められます。

一人ひとりの豊かな人生の実現を目指しましょう。

第３次八街市男女共同参画計画（令和４年度から８年度までの５年間）

Vol.19

第３次八街市男女共同参画計画

について詳しくはこちらから



「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
６月２３日から６月２９日までの１週間は男女共同参画週間です。男女のパートナーシ

ップについて、この機会に考えてみませんか?

千葉県男女共同参画センターからのお知らせ

千葉県ではさまざまなメディアを活用し男女共同参画に関する情報を発信しています。

情報誌「eパートナーちば」

男女共同参画に関する県の施策や地域での取組、ロールモデル紹介、相

談支援者の寄稿文などさまざまな情報を掲載しています。

ちば男女共同参画情報マガジン

県が主催する男女共同参画や女性に対する暴力に関するイベント、協働

事業などの情報をお伝えするメールマガジンです。

千葉県男女共同参画センター公式Twitter

相談事業や情報コーナー、イベントや講座など、千葉県男女共同参画セ

ンターに関する情報や千葉県及び県内各市町村の男女共同参画の推進に

関するさまざまな情報を発信しています。

千葉県男女共同参画センター公式YouTube チャンネル

イベントや講座、千葉県男女共同参画地域推進員事業などの動画を配信

しています。

●お問い合わせ
千葉県男女共同参画センター
（月曜休、月曜日が祝日の場合は火曜日）
ＴＥＬ ０４３―４２０－８４１１
ＦＡＸ ０４３－４２０－８５８１

Ｅメール kenkyouse@mz.pref.chiba.lg.jp
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